
                  

１　名　　　称 令和８年度　四国森林管理局一般定期健康診断

２　請負期間 自： 契約締結日 　至 ： 令和 ９ 年 ３ 月 10 日

３　仕様書 別紙のとおり

４　請負代金額　　　

　　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　　　　　　　K17￥                                    )

５　検査項目等 

予定人員 単価 金額 備      考

＜一般定期健康診断＞ Ａ Ｂ Ａ×Ｂ
別紙1
「一般定期健康診断の検査項目等」による

 問診・視診・しょく診 108 2,017 217,836

 体重・身長・肥満度 108

 視力の検査 108

 聴力の検査 108 770 83,160

 腹囲の検査 108 200 21,600

 血圧検査 108

 心電図検査 96 910 87,360

 尿検査 108 182 19,656

 胸部エックス線検査 107 1,470 157,290

 胃部エックス線検査(間接) 55 6,200 341,000

 胃部エックス線検査(直接) 3 12,770 38,310

 血液検査 105 3,503 367,815

 喀痰細胞診 4 1,670 6,680

 便潜血反応検査 83 812 67,396

 肝炎ウイルス検査 5 2,825 14,125

計 1,422,228

諸経費

消費税相当額 142,222  　　10%

合計 1,564,450

６　予定人数及び請負代金額は見込みであり最低発注数を保証するものではない。

７　契約保証金　　　　 契約保証金は免除する。

四国森林管理局健康診断請負単価契約書 (案)

￥

検  査  項  目

８　暴力団排除に関する特約条項については、別紙のとおり。

　上記業務について、支出負担行為担当官　四国森林管理局長　田中　晋太郎　（以下「甲」という。）と
受託者　 ○○　○○(以下「乙」という。)は、別紙健康診断契約約款により請負契約を締結し、契約の証と
して本書２通を作成し、双方記名捺印の上各１通を保有する。



　　令和 　 年 　 月 　 日

「甲」 高知県高知市丸ノ内１丁目３番30号

　支出負担行為担当官

　　四国森林管理局長 田中　晋太郎

「乙」 ○○○○○○○○

　　○○○○

　　○○○○ ○○　○○



別紙 
 

健康診断仕様書 
＜一般定期健康診断＞ 
１ 履行期間(健康診断実施期間) 

契約締結日から令和９年３月 10 日まで 
 
２ 検査項目及び検査方法 

健康診断検査の項目及び検査方法は、別紙１「一般定期健康診断の検査項目等」によ

る。 
 
３ 検査受診者数及び検査場所 
（１）検査受診予定者数 

別紙２「計画書」による。 
（２）検査場所 

別紙３「検査場所及び成果品納入場所」による。 
 
４ 検査結果の納入期限（契約締結期間） 
  令和９年３月 10 日 
 
５ 検査実施方法 
（１）期間は、後日担当者から連絡する。 
   実施時間は午前８時 30 分から午後４時 00 分とする。 
（２）胸部及び胃部のレントゲン撮影については、 

① 院内備え付け機種によること。 
② レントゲン車で行う場合は、胃部（胸部と胃部を切り替えて撮影できるもの）の

レントゲン車で行うこととする。 
（３）検査に必要な検体容器、検査機器等は受注者の負担とする。 

健康診断の会場は業者が設置することとし、健診終了後速やかに現状に戻すことと

する。 
（４）検査時に使用する受診票については、受注者が作成・負担する。受診票に必要な項

目（受診者氏名、生年月日等）については、事前に担当者から提出を受ける。 
（５）健康診断の際には、業者側で受付責任者及び案内係を配置し、受診者の受付・誘導

等に配慮し、滞りなく受診できるよう配慮すること。 
 
６ その他 
（１）健診体制 

ア 医師及びスタッフ等について 
定期健康診断実施につき１日当たり、問診を担当する医師１名以上及び検査を効

率的に行うため必要な看護師、検査技師その他必要に応じた人員を派遣すること。 
イ 採血について 

採血担当者には採血能力に優れた者を当てること。 
ウ レントゲンの読影について 

専門医による読影を行うものとする。 
エ レントゲンフィルム類の提出・保管について 

胸部・胃部のフィルム類については、指導区分該当者及び精密検査該当者分を抽

出し、該当者名を記し提出すること。また、残りの胸部・胃部のフィルム類につい



ては、業者が５年間保存することとし、担当者から連絡があった場合は速やかに提

出すること。５年経過したフィルム類は速やかに廃棄することとする。 
（２）受診票年齢及び検査項目別受診対象年齢について 

受診票の年齢、検査項目別受診対象年齢は、令和８年３月 31 日現在とする。 
（３）受診票及び検体容器等について 

受診票の様式等については、別途担当者と協議し決定することとする。 
氏名、生年月日等記載済みの検体容器等については、検査該当日の 1 週間前に事業

所単位に仕分けし、担当者へ提出すること。 
（４）検査結果報告 

健診結果は、検査終了後１か月以内に報告すること。 
（５）検査結果表は、２部作成し担当者へ提出すること。 
（６）検査結果表については、前年度等の健康診断表の写しを担当者から受け、当年度の

検査結果と前年度等の検査結果が対比できるように作成すること。 
（７）担当者より受けた健康診断表へ当年度分の検査結果を記入し、担当者へ提出するこ

と。 
（８）検査結果については、各項目ごとの受診人員及び項目ごとの経費等について照会す

ることがあるので対応すること。 
（９）詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当者と必要に応じて打ち

合わせること。 
（10）本業務により知り得た情報については、秘密を漏らし、また外の目的に使用しては

ならない。 
（11）本業務の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負

荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び

物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両

・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃

棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。 



別紙１  

一般定期健康診断の検査項目等 

検 査 項 目 対象者（特に記述のない場合は全員）、検査要領及び留意事項 

 

１ 既往歴及び業務歴 
 
 
 
 

 

 

① 既往歴及び業務歴の検査においては、治療歴、服薬歴、喫煙歴等の聴取を行うこととなるが、特定健康診査及び特定
保健指導との関係をも踏まえ、これらの事項の聴取について徹底を図ること。 

② 問診票（一般定期健康診断）を用いること。ただし、健康診断を実施する機関の作成している問診票を用いて差し支
えない。 

③ 情報機器作業従事職員は、健康診断問診票（情報処理検診）を用いること。 
④ 受診者には、心の健康づくりに係るチェック票を提出させること。 

 

２ 身長、体重、腹囲、視力
及び聴力の検査並びに肥
満度の測定  

 

 

① 視力及び聴力の検査については、一般定期健康診断の回数は、３年につき少なくとも１回とし、これらの検査のうち、
健康管理医が特に必要でないと認める検査の項目については、行わないことができる。 

② 腹囲の検査について、次に掲げる職員は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 
  ア ４０歳未満の者（３５歳の者を除く。） 
  イ 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者 
  ウ ＢＭＩ（次の算式により算出した値をいう。以下同じ。）が２０未満である者 
   ＢＭＩ＝体重（kg）／身長（ｍ）２ 
 エ 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者（ＢＭＩが２２未満である者に限る。） 

③ 腹囲の簡易の測定方法等として、着衣の上からの測定（着衣分の長さを差し引いた数値）又は自己申告（健康診断時

以外の測定数値）によることもできる。 

 

３ 自覚症状及び他覚症状
の有無の検査 

 

 問診、視診及びしょく診により行う。 

 

 

４ 胸部エックス線検査 

 

 

 

① ４０歳未満の職員(２０歳、２５歳、３０歳及び３５歳の職員を除く。)について、医師が必要でないと認める場合に
は、行わないことができる。 

② 肺がんの胸部エックス線検査については、結核の検査に用いるエックス線写真を読影することによって行う。 

 

５ 喀痰細胞診  

 

 

 ４０歳以上の職員及び３０歳以上の希望する職員のうち、喫煙指数（１日の平均喫煙本数×喫煙年数）が６００以上と
なる者（過去における喫煙者を含む。）又は６月以内に血痰のあった者を対象とする。 

 



 

検 査 項 目 対象者（特に記述のない場合は全員）、検査要領及び留意事項 

 

６ 血圧の測定、血糖検査並
びに尿中の蛋白、糖及び潜
血の有無の検査  

 

 血糖検査については、３５歳の職員、４０歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。 
 

 

 

７ 心電図、ＬＤＬコレステ
ロール、ＨＤＬコレステロ
ール、中性脂肪、貧血、尿
酸、腎機能、膵機能、白血
球数の検査 

 

 

 

 

 

① 心電図の検査については、次に掲げる職員を対象とする。 
 ア ３５歳の職員、４０歳以上の職員及び希望する職員 
  イ 血圧検査の結果、最大血圧１５０mmHg 以上、最小血圧９０mmHg 以上の者で、医師が必要と認める者 
  ウ 問診、聴診の結果、心疾患の疑いがある者で、医師が必要と認める者 
② ＬＤＬコレステロール、ＨＤＬコレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能及び白血球数の検査につい
ては、３５歳の職員、４０歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。 

③ 貧血の検査は、血色素量及び赤血球数及びヘマトクリット値を検査する。 
④ 腎機能の検査は、血液中のクレアチニンを検査する。 
⑤ 膵機能の検査は、血液中のアミラーゼを検査する。  

 

８ 胃の検査  

 

 

 

① 胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査については、５０歳以上の職員に実施するものとし、一般定期健康診断の回数
は２年につき少なくとも１回とする。ただし、胃内視鏡検査については、２年につき１回とする。 

② ①のほか、胃部エックス線検査について、３０歳以上５０歳未満の希望する職員に実施する。 

 

９ 肝機能検査  

 

 

① ３５歳の職員、４０歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。 
② 血液中のＧＯＴ、ＧＰＴ及びγ－ＧＴＰを検査する。 

 

10 便潜血反応検査  

 

 

 ４０歳以上の職員及び３０歳以上の希望する職員を対象とする。 

 

 

11 第１項から第 10 項まで
の検査の結果必要と認め
られる検査 

 

 

① 肝炎にり患した可能性があるとされている者及び肝機能検査で異常所見を有する者に対する肝炎ウイルス検査 
② その他必要と認められる検査 

 

 

 



別紙２ 
 
 

計                画                書 
 
 
 ＜一般定期健康診断＞ 

検      査      項      目 予定人員 実施時期 備 考 

 

  1 問診・視診・しょく診 
 
  2 体重・身長・肥満度 
 
  3 視力の検査 
 
  4 聴力の検査 
 
  5 腹囲の検査 
 
 
  6 血圧検査 
 
  7 心電図検査 
 
  8 尿検査 
 
  9 胸部エックス線検査 
 
 
 
 
10 胃部エックス線検査 
 
 
 
 11 血液検査 
 
 
 
 
 12 喀痰細胞診 
 
 
 13 便潜血反応検査 
 
  
 14 肝炎ウイルス検査 

 

 

全員 
 
 〃 
 
３年につき少なくとも１回 
 
      〃 
 
全員(医師が必要でないと認
めるときは省略できる。) 
 
全員 
 
35 歳時・40 歳以上及び希望者 
 
全員(蛋白・糖・潜血) 
 
全員(20 歳、25 歳、30 歳及び
35歳を除く40歳未満の職員に
ついて、医師が必要でないと
認めるときは省略できる。) 
 
50 歳以上及び 30 歳以上 50 歳
未満の希望者 
 
 
35 歳時・40 歳以上及び希望者 
 
 
 
 
40歳以上及び30歳以上の希望
者で喫煙指数 600 以上 
 
40歳以上及び30歳以上の希望
者 
 
肝炎にり患した可能性がある
とされている者及び肝機能検
査で異常所見を有する者 
 

 

１０８ 
 

１０８ 
 

１０８ 
 

１０８ 
 

１０８ 
 
 

１０８ 
 

９６ 
 

１０８ 
 

１０７ 
 
 
 
 

５８ 
 
 
 

１０５ 
 
 
 
 

４ 
 
 

  ８３ 
 
 

      ５ 

 

 

契約締結日  
 ～ 
令和９年３
月 10 日 
の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



別紙３ 

 

検査場所及び成果品納入場所 

 

 

 令和８年度 四国森林管理局一般定期健康診断の検査場所及び成果品納入

場所は、以下のとおり。 

 

１．検査場所（検査実施場所） 

    四国森林管理局及び契約相手方の所在地（高知市内）  

 

 

  ただし、健康診断の検査項目によって、上記により対応が困難な場合は、

担当者間で打合せ後決定することとします。                           

 

 

２．成果品納入場所 

    四国森林管理局  

       〒780-8528 高知県高知市丸の内１丁目３番 30 号 

       担当者：総務課安全衛生係  電話 088-821-2031 



 

 



 



別紙 
 

健康診断契約約款 
 
（総 則） 

第１条 乙は、請負契約書に基づき、頭書の請負期限内にこれを完了するものと
し、甲は、これに対し代金を支払うものとする。 

（業務の内容） 
第２条 乙が行う業務内容は、次のとおりとする。 
２ 一般定期健康診断 
（１）既往歴及び業務歴 
（２）身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定 
（３）自覚症状及び他覚症状の有無の検査 
（４）胸部エックス線検査（エックス線間接・直接・デジタル撮影のいずれか） 
（５）喀痰細胞診 
（６）血圧の測定、血糖検査、並びに尿中の蛋白、糖及び潜血の有無の検査 
（７）心電図、LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機 

能、白血球数の検査 
（８）胃の検査（原則として、エックス線間接撮影） 
（９）肝機能検査 
（10）便潜血反応検査 
（11）その他必要と認める検査 
３ 前２項の実施箇所については甲の指定する場所（別紙３）とする。また、業

務の全体又は一部を完了したときは、その結果について、成果品を甲の指定す
る箇所（別紙３）に提出しなければならない。 

４ 請負予定金額算出は、健診受診の計画書（別紙２）の項目ごとの人員にそれ
ぞれの契約単価を乗じて算出された額の計とする。 

 （計画書の変更） 
第３条 実施日程は、甲の定める別紙「計画書」によるものとする。ただし、計

画書により難い場合が生じた時は、甲乙協議して変更するものとする。 
（請負期間の延期） 
第４条 乙は、頭書の請負期間内に請負業務を完了することができない時は、甲

に対し遅滞なくその理由を詳記して期限の延長を求めなければならない。 
２ 前項の場合、期限後において完了の見込みがあると甲が認めた時は、甲は請

負期間を延長することができる。 
３ 第１項の場合において、天災その他乙の責に帰することができない理由によ

る場合には、甲乙協議して請負期間の延長を定めるものとする。 
（受診人員及び受診場所） 

第５条 健康診断の受診人員及び受診場所は、計画書等のとおり予定するが、こ
れに異動を生じても乙は異議を申し立てないものとする。 

（監督職員） 
第６条 甲（甲の指定する職員を含む。）は、監督職員を定めたときは、書面に

よりその氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更した時も同様と
する。 

１ 監督職員は、この約款の外に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とさ
れる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に
定めるところにより、事業の実施についての乙又は乙の現場代理人に対する指



示を行うものとする。 
（現場代理人） 

第７条 乙は、現場代理人を定め、事業着手前に書面によりその氏名を甲に通知
しなければならない。現場代理人を変更した時も同様とする。 

２ 乙又は乙の現場代理人は、検査会場に常駐し、健診等の実施に関する一切の
事項を処理しなければならない。 

３ 甲（甲の指定する職員を含む。）は、現場代理人がこの契約履行上著しく不
適切であると認めるときは、その交替を乙に請求できる。 

（検査及び引渡し） 
第８条 甲（甲の指定する職員を含む。）は、乙から第２条第２項から第４項に

定める成果品等の提出があった時は、甲の受理した日から 10 日以内に検査を行
うものとする。 

２ 前項の成果品等は、検査に合格した時をもって引渡しを完了したものとする。 
（請負代金の請求及び支払） 
第９条 乙は、各健診項目ごとに合格した実施人員に頭書の単価を乗じて得た額

を甲に請求することができるものとする。 
２ 甲は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に請負予定金額を支払うもの

とする。 
（請負代金の部分払い） 

第 10 条 乙は、各健診種目ごとに事業所を単位として、合格した検診項目ごとの
実施人員に頭書の単価を乗じて得た額を部分払いとして甲に請求できるものと
する。 

（一般的損害） 
第 11 条 本契約の履行に関して生じた一般的損害は、乙の損害とする。 

ただし、甲の責に帰する場合の損害については、この限りではない。 
（履行遅延の場合における損害） 

第 12 条 乙の責に帰すべき理由で、第４条第２項の規定により請負期限を延長し
た場合は、乙は甲に対し違約金として遅延日数に応じ頭書の請負予定金額に対
して年利５％の割合で計算した額を納付するものとする。 

２ 甲の責に帰すべき理由により、第９条第２項に定める支払いが遅れた場合は、
乙は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防
止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。）
第８条第１項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払
いを請求することができる。 

（秘密の保持） 
第 13 条  乙は、業務上知り得た秘密を他人に洩らしてはならない。 
２  前項の規定に違反したことにより生じた損害については、乙がその責を負う

ものとする。 
（権利義務の譲渡及び継承） 

第 14 条  乙は、この契約に属する権利義務を甲の承認を得ないで第３者に譲渡又
は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限り
ではない。 

２ 乙は、事業の全部又は大部分を一括して第３者に委託し又請負わせてはなら
ない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 

３ 乙は、甲に対して一部の請負について、その名称、その他必要な事項を通知
しなければならない。 

（談合等の不正行為に係る解除） 
第 15 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全



部又は一部を、解除することができる。 
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）
第７条又は第８条の２（同法第８条第 1 号又は第２号に該当する行為の場合
に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項
（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による
課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７
第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

(2) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使
用人を含む。）が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198
条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による
刑の容疑により公訴を提起されたとき。 

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、
速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

３ 契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。 
４ 天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申出たとき。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 
第 16 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条によ

り契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10
に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな
い。 
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８

条の２（同法第８条第１項第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）
の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同
法第 66 条第４項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があ
った旨が明らかにされたとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１
項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ
る課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第 66 条第４
項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明ら
かにされたとき。 

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７
項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行
ったとき。 

(4) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使
用人を含む。）に係る刑法第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第
89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当すると
きは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の
５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな
い。 
(1) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３

第１項又は第２項の規定の適用があるとき。 
(2) 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙

又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行
為の首謀者であることが明らかになったとき。 

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を
提出しているとき。 



３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 
４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過

する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げな
い。 

（甲による契約の解除等） 
第 17 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができ

る。 
（１）乙の責に帰すべき事由により、事業期間内又は事業期間経過後相当の期間

内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。 
（２）正当な理由なしに、事業に着手すべき時期を過ぎても事業に着手しないと

き。 
（３）前２号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の

目的を達成することができないと認められるとき。 
（４）乙が次条第１項の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。 
２ 甲は、天災不可抗力、その他乙の責に帰し得ない事由により乙が当該年度内

に事業を完了する見込みがないと認められるときは、契約を解除することがで
きる。 

３ 甲は、乙が第 13 条第１項に反した場合、又は請負い事業者として不適切と判
断される場合契約を解除することができる。 

４ 甲は、前３項の規定により契約を解除した場合において、事業の既済部分及
び完済部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分に対する請負予定金
額を乙に支払うものとする。 

５ 乙は、第１項並びに第３項の規定により契約が解除された場合は、請負予定
金額の 1/10 に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただ
し、甲の受けた損害額が違約金の額を超える場合は、甲は、その不足額を乙に
請求できる。 

（乙による契約の解除等） 
第 18 条 乙は、甲の責に帰す理由により実施期間が 1/2 以上減少したとき、又は

検査内容の変更により請負予定金額が 2/3 以上減少したときは、契約を解除す
ることができる。 

２ 前条の規定により契約を解除した場合は、甲はこれによって生じた乙の損害
を賠償するものとし、その賠償額は甲と乙が協議して定める。 

（紛争の解決方法） 
第 19 条  この契約に関して紛争が生じた場合は、甲乙協議して定める第三者の調

停により解決するものとする。 
（契約外事項） 

第 20 条  この約款に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定め
るものとする。 

 
 
 
 


